
Title C･ジョン･コロンブス著『海の國際法』(第四版)
Sub Title C. John Colombos : The international law of the sea
Author 中村, 洸(Nakamura, Kō)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1960

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.33, No.8 (1960. 8) ,p.57- 61 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19600815-0057

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


O
。
』
o
げ
昌
∩
o
一
〇
】
β
ぴ
o
ロ
”

　
円
富
H
暮
霞
壁
試
g
巴
ピ
即
名
o
騰
些
Φ
ω
＄

　
　
　
周
o
濤
げ
国
①
＜
訪
a
国
臼
試
o
p
お
㎝
P
づ
や
尊
ロ
＋
o
o
一
〇

　
　
　
零
昌
瞬
日
”
昌
の
●
b
o
昌
山
o
昌
。

　
C
・
ジ
ョ
ン
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
著

　
　
　
　
『
海
の
國
際
法
』
　
（
第
四
版
）

　
一
　
海
の
國
際
法
と
題
す
る
コ
ロ
ソ
ブ
ス
の
こ
の
螢
作
は
、
海
洋
の
分
野
を

扱
つ
た
國
際
法
の
著
作
の
う
ち
で
、
も
つ
と
も
標
準
的
な
教
科
書
で
あ
る
。
本

書
の
初
版
は
、
一
九
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
初
版
を
生
み
だ
す
直
接
の

契
機
に
な
つ
た
の
は
、
ホ
ー
ル
の
國
際
法
の
改
訂
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヒ

ギ
ン
ス
（
男
Φ
胃
8
＝
蒔
鴨
器
）
の
遺
稿
に
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
ヒ
ギ
ソ
ス
と
の
共
著
の
形
で
本
書
が
刊
行
さ
れ
、
時
に
懸
じ
て
改
訂
を
更
ね

る
う
ち
に
、
本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ッ
、
ス
ペ
イ

ン
の
諸
國
語
に
醗
謹
さ
れ
、
極
め
て
廣
い
範
園
で
讃
ま
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

と
く
に
き
わ
だ
つ
た
問
題
意
識
を
示
す
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
高
度
な
學
究
的

探
索
が
企
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
海
に
關
す
る
國
際
的
規
則
の
ほ

と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
間
題
を
、
項
目
別
に
整
理
し
、
耶
易
な
解
読
を
加
え

て
い
る
こ
と
が
、
海
の
問
題
を
あ
つ
か
う
人
達
に
好
感
を
以
て
推
奨
さ
れ
る
結

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

果
に
な
つ
て
い
る
。

　
海
の
國
際
法
は
、
海
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
5
に
不
断
の
動
き
の
う
ち
に
あ

る
。
著
者
は
、
第
四
版
の
序
文
で
こ
の
よ
う
に
い
い
、
第
四
版
へ
の
暦
補
改
訂

は
、
か
な
り
の
頁
歎
に
亙
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
第
三
版
（
一
九
五
四
）
以
後
、

世
界
の
各
所
で
生
じ
た
海
を
め
ぐ
る
國
際
事
件
、
海
の
問
題
に
關
蓮
し
た
主
要

な
國
々
の
國
内
立
法
、
第
一
同
（
一
九
五
八
）
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
國
際
會
議

の
成
果
と
し
て
の
條
約
、
そ
の
他
諸
國
で
新
た
に
締
結
さ
れ
た
條
約
、
國
際
法

學
會
や
國
際
法
協
會
そ
の
他
の
團
腱
の
最
近
の
決
議
や
渤
告
な
ど
、
一
九
五
九

年
ま
で
に
學
界
、
實
務
界
で
問
題
と
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
事
態
が
、
本

書
の
傳
統
的
な
記
述
艦
系
の
う
ち
で
、
て
ぎ
わ
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
版
の
改
訂
が
、
主
と
し
て
耶
時
法
の
分
野
で
行
わ
れ
て
い
る
馳
を
考
慮

し
、
ま
た
新
し
い
諸
問
題
を
理
解
す
る
と
い
う
観
鮎
か
ら
、
紹
介
の
筆
を
進
め

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
二
　
一
九
五
八
年
二
月
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
か
れ
た
海
洋
法
國
際
會
議
に
つ
い

て
、
著
者
は
、
総
論
的
に
、
國
際
法
委
員
會
の
償
値
あ
る
準
備
的
な
仕
事
と
周

到
な
用
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
會
議
は
、
そ
の
起
草
者
た
ち
の
期
待
を
充
た
す

こ
と
に
失
敗
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
失
敗
は
、
領
海
の
幅
に
つ
い
て
協

定
に
達
し
え
な
か
つ
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た

軍
備
縮
少
、
核
實
験
、
ミ
サ
イ
ル
實
瞼
な
ど
の
間
題
、
と
く
に
核
實
験
に
よ
る

公
海
の
廣
い
海
域
の
使
用
の
問
題
に
つ
い
て
、
會
議
で
熱
心
な
討
議
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
三
四
一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

た
が
、
公
海
に
お
け
る
核
實
験
に
關
す
る
決
議
に
よ
つ
て
、
國
蓮
総
會
に
適
當

な
行
動
が
と
ら
れ
る
よ
う
問
題
を
付
託
し
た
に
と
ど
ま
つ
た
馳
な
ど
も
考
慮
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
海
洋
の
自
由
に
關
す
る
、
公
海
に
關
す
る
條
約
第
二
條
は
、
國
際
法
學
會
一

九
二
七
年
案
、
國
際
法
協
會
一
九
二
六
年
案
を
踏
襲
し
た
も
の
と
認
め
て
い
る

が
、
大
陸
棚
に
關
す
る
條
約
第
一
條
に
つ
い
て
は
疑
問
を
投
げ
て
い
る
。
大
陸

棚
に
關
す
る
條
約
第
一
條
は
、
大
陸
棚
を
定
義
し
て
、
上
部
水
域
の
水
深
が
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
叉
は
そ
の
限
度
を
こ
え
る
場
合
に
は
上
部
水
域
の

水
深
が
海
底
の
匠
域
の
天
然
資
源
の
開
護
を
可
能
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
も
の

と
規
定
し
て
い
る
。
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
と
大
陸
棚
を
定
義
し
、
澹
岸
國
の

主
灌
的
灌
利
を
認
め
る
こ
と
に
は
著
者
は
、
實
際
上
の
理
由
も
あ
り
、
地
理
學

的
観
念
に
合
致
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
で
も
開

護
可
能
な
場
合
に
は
、
選
揮
的
に
大
陸
棚
と
し
て
認
め
る
立
前
は
、
大
陸
棚
の

限
界
の
正
確
な
範
園
、
資
源
の
利
用
の
類
型
を
、
と
も
に
不
満
足
な
漠
然
か
つ

不
確
定
な
も
の
と
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
領
海
に
封
す
る
澹
岸
國
の
灌
能
並
び
に
幅
に
つ
い
て
の
會
議
の
成
果
に
つ
い

て
、
著
者
は
、
領
海
及
び
接
績
水
域
に
關
す
る
條
約
第
一
條
の
意
味
す
る
漕
岸

國
の
領
海
に
封
す
る
主
権
は
、
絶
封
的
叉
は
排
他
的
で
は
な
い
が
、
領
海
に
封

し
て
沿
岸
國
が
も
つ
諸
権
利
の
正
確
な
性
質
に
つ
い
て
の
諸
々
の
見
解
に
何
ら

の
解
決
も
も
た
ら
さ
な
か
つ
た
と
述
べ
て
い
る
。
領
海
の
幅
に
つ
い
て
、
海
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
一
三
四
二
）

法
會
議
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
代
表
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
提
案
に
封
す
る
著
者
の

見
解
は
、
家
の
よ
う
に
読
明
さ
れ
て
い
る
。
會
議
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
代
表

は
、
領
海
の
幅
の
限
界
は
、
六
マ
イ
ル
を
超
え
て
擾
大
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

六
マ
イ
ル
ま
で
の
鑛
大
は
、
し
か
し
三
マ
イ
ル
外
の
軍
艦
を
含
む
航
室
機
及
び

船
舶
の
現
存
の
通
航
椹
に
影
響
し
な
い
も
の
と
す
る
、
と
い
う
提
案
を
行
つ

た
。
こ
の
顯
著
な
提
案
は
、
策
略
的
誤
り
に
よ
つ
て
、
か
つ
一
つ
の
妥
協
に
達

し
よ
う
と
す
る
無
盆
な
努
力
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
が
否
決
さ
れ

た
こ
と
は
幸
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
も
し
こ
の
提
案
が
、
採
澤
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
非
常
に
多
く
の
優
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
や
法
律
家
が
、
懸
命
に
一
世

紀
以
上
に
亙
つ
て
職
つ
て
き
た
領
海
三
マ
イ
ル
の
限
界
の
傳
統
的
規
則
は
、
危

く
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
現
状
は
、
國
際
法
に
お
い
て
唯

一
の
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
規
則
は
、
領
海
の
幅
は
三
マ
イ
ル
で
あ
り
、
三
マ

イ
ル
外
の
す
べ
て
の
水
域
は
公
海
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
著
者
は
、
三
マ
イ
ル
の
領
海
が
、
領
海
の
至
當
な
限
界
で
あ
り
、
三
マ
イ

ル
は
、
他
の
い
か
な
る
幅
よ
り
も
海
洋
自
由
の
原
則
に
從
つ
て
い
る
こ
と
、
三

マ
イ
ル
以
上
へ
の
揚
大
は
、
國
際
通
商
並
び
に
航
海
の
メ
デ
ウ
ム
と
し
て
こ
の

海
洋
の
使
用
に
飴
計
な
制
限
を
課
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
領
海
間
題
の
退
化

的
な
解
決
を
作
り
だ
す
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
會
議
に
探
揮
さ
れ
た
條
約
と
の
關
係
で
、
と
く
に
間

題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
灘
、
軍
艦
の
領
海
通
航
灌
、
防
衛
の
た
め
の
水
域
、



纏
績
追
跡
灌
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。
濁
に
つ
い
て
は
、
二
四
マ
イ
ル
の
閉
切
線
、

海
岸
の
屈
曲
が
薄
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
條
件
の
規
定
に
は
、
實
行
上
困
難
が

存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
軍
艦
の
無
害
通
航
構
に
つ
い
て
は
、
國

際
法
委
員
會
案
に
あ
つ
た
滑
岸
國
の
事
前
の
許
可
叉
は
通
告
に
從
う
と
い
う
制

度
に
、
新
し
い
條
約
が
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
事
前
の
許

可
叉
は
通
告
を
、
沿
岸
國
は
要
求
す
る
灌
利
が
な
い
と
解
繹
さ
れ
る
と
し
て
い

る
。
防
衛
水
域
（
U
9
臼
8
N
9
霧
）
は
、
領
海
及
び
接
績
水
域
に
關
す
る

條
約
第
十
六
條
三
項
の
、
特
定
匠
域
で
か
つ
一
時
的
な
も
の
に
限
り
認
め
ら
れ

る
と
い
う
解
繹
を
示
し
て
い
る
。
纏
績
追
放
灌
に
つ
い
て
、
外
國
般
が
領
海
及

び
接
績
水
域
に
關
す
る
條
約
第
二
四
條
に
い
う
接
績
水
域
内
に
あ
れ
ば
、
追
跡

は
、
か
よ
う
な
水
域
が
設
け
ら
れ
た
保
護
の
た
め
の
権
利
の
侵
害
が
あ
つ
た
場

合
に
の
み
行
わ
れ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
三
　
海
洋
法
の
法
典
化
の
問
題
で
、
一
九
五
〇
年
以
後
の
ア
メ
リ
カ
諸
國
の

法
典
化
の
傾
向
と
内
容
の
簡
軍
な
紹
介
及
び
合
衆
國
の
海
職
法
規
の
一
九
五
五

年
の
改
訂
が
、
比
較
的
詳
し
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
領
海
の
幅
に
關
連
し
て
、
ホ

ン
ジ
ェ
ラ
ス
、
チ
リ
ー
、
エ
ク
ワ
ド
ル
及
び
ペ
ル
！
の
最
近
の
要
求
に
言
及
し

二
〇
〇
マ
イ
ル
の
範
園
ま
で
各
國
が
自
然
の
富
を
保
有
し
確
保
す
る
た
め
主
樺

及
び
排
他
的
管
轄
権
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。
と
く
に
ペ
ル
ー

に
つ
い
て
、
オ
ナ
シ
ス
捕
鯨
船
團
の
ペ
ル
ー
沖
約
一
六
〇
マ
イ
ル
に
お
け
る
掌

捕
事
件
（
一
九
五
四
）
に
つ
い
て
、
現
在
な
お
全
般
的
に
解
決
さ
れ
た
謹
で
な

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

い
が
、
こ
の
よ
う
な
常
軌
を
逸
し
た
要
求
が
、
海
洋
自
由
の
侵
害
を
組
成
し
、

か
つ
國
際
法
に
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
眞
實
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
ト
ル
ー
マ
ソ
宣
言
の
實
施
法
令
と
解
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
一
九
五
三
年

の
二
つ
の
聯
邦
制
定
法
、
す
な
わ
ち
ω
昌
巳
Φ
お
9
■
騨
区
》
9
（
一
。
鉛
・
守

認
y
O
言
Φ
同
0
9
註
冨
暮
巴
Oo
げ
Φ
匡
b
鶴
駐
｝
9
（
一
。
器
・
o
。
為
）
と
が
、

實
際
に
は
聯
邦
と
州
と
の
大
陸
棚
に
封
す
る
椹
能
の
配
分
と
競
合
關
係
を
扱
つ

た
法
規
で
あ
る
が
、
大
陸
棚
制
度
の
解
羅
に
有
用
な
も
の
と
し
て
解
説
さ
れ
て

い
る
。
更
に
群
島
（
卜
器
圧
冨
一
囲
8
）
の
間
題
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
群
島

の
部
分
を
形
成
す
る
島
の
グ
ル
ー
プ
は
、
一
つ
の
軍
位
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
領

海
の
範
園
は
、
群
島
の
セ
ソ
タ
ー
か
ら
測
ら
れ
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
先
頃
日
本
の
調
査
船
の
訪
れ
た
エ
ク
ア
ド
ル
の
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島

は
、
一
九
五
一
年
二
月
コ
ロ
ソ
群
島
と
し
て
基
線
を
確
定
し
、
領
海
十
ニ
マ
イ

ル
を
、
政
府
が
宣
言
し
、
こ
の
宣
言
に
ア
メ
リ
カ
が
抗
議
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　
主
と
し
て
現
在
イ
ギ
リ
ス
が
欝
面
し
て
い
る
課
題
を
扱
つ
た
事
項
は
、
そ
れ

な
り
に
か
な
り
詳
細
に
事
實
關
係
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
海
底
ト
ソ
ネ
ル

の
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
の
ト
ン
ネ
ル
建

設
の
計
蚕
、
ス
エ
ズ
蓮
河
の
問
題
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
の
漁
業
紛

雫
、
イ
ギ
リ
ス
本
國
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
日
本
の
眞

珠
貝
漁
業
闇
題
な
ど
、
事
件
の
實
歌
が
正
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
三
四
三
）
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ス
エ
ズ
蓮
河
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
五
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
．
エ
ジ
プ

ト
間
協
定
、
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
雫
、
エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
蓮
河
の
國
有
化
、
國
蓮
の

決
議
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
ス
エ
ズ
攻
撃
、
一
九
五
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
・

エ
ジ
プ
ト
協
定
の
エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
震
棄
、
一
九
五
七
年
エ
ジ
プ
ト
の
宣
言
と

い
つ
た
諸
項
に
分
つ
て
、
問
題
の
経
過
と
法
的
雫
黙
が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
論

的
に
、
著
者
は
、
七
年
の
有
効
期
間
を
以
て
締
結
さ
れ
た
一
九
五
四
年
の
協
定

の
一
方
的
塵
棄
が
何
故
に
有
効
で
あ
る
の
か
は
議
論
の
飴
地
が
あ
る
。
し
か
し

一
九
五
七
年
の
エ
ジ
プ
ト
宣
言
に
、
一
八
八
八
年
の
コ
ソ
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル

條
約
の
規
定
の
限
界
内
と
そ
の
規
定
と
に
從
つ
て
、
す
べ
て
の
諸
國
民
の
た
め

の
自
由
に
し
て
か
つ
妨
害
の
な
い
航
行
を
提
供
し
か
つ
保
障
す
る
こ
と
を
決
定

し
て
い
る
崇
高
な
宣
言
は
、
嚴
格
に
將
來
に
お
い
て
固
く
守
ら
れ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
紛
雫
馳
の
指
摘

も
、
客
観
的
に
行
わ
れ
、
日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
爾
國
の
間
で
問
題
を
國
際

司
法
裁
到
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
了
解
さ
れ
た
。
し
か
し
裁
到
所

へ
事
件
を
付
託
す
る
正
確
な
用
語
や
條
件
が
、
爾
國
の
間
で
解
決
さ
れ
な
か
つ

た
こ
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
四
　
一
九
五
七
年
の
國
際
法
學
會
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
會
期
に
お
け
る
決

議
を
、
解
羅
上
援
用
し
て
い
る
黒
と
し
て
、
商
船
に
封
し
沿
岸
國
の
管
轄
灌
の

及
ぶ
場
合
並
び
に
商
船
の
領
海
無
害
通
航
禮
に
は
、
般
舶
の
通
常
の
航
海
に
附

随
し
て
い
る
場
合
叉
は
不
可
抗
力
若
し
く
は
海
難
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
か
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
二
二
四
四
）

り
で
の
停
船
及
び
投
錨
の
槽
利
を
含
む
と
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
河
川
の
章
で
は
、
産
業
上
の
目
的
の
た
め
の
水
力
の
利
用
問
題
が
、
二
叉
は

そ
れ
以
上
の
國
々
の
利
盆
に
關
係
す
る
事
件
を
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
五
二

年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
濟
委
員
會
、
五
七
年
の
國
際
法
學
會
、
五
六
年
の
國
際
法

協
會
で
討
議
さ
れ
た
こ
と
が
読
明
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
國
際
法
協
會
の
ド
ブ

ロ
ブ
ニ
ッ
ク
の
會
期
で
、
水
の
合
理
的
使
用
に
封
す
る
各
河
岸
國
の
灌
利
、
河

川
の
水
に
封
し
各
國
の
依
存
す
る
程
度
、
そ
の
他
國
際
條
約
締
結
の
た
め
の
原

則
が
探
揮
さ
れ
て
い
る
黙
に
、
解
読
が
及
ん
で
い
る
。
ま
た
實
際
に
、
ダ
ム
建

設
に
俘
う
利
害
關
係
の
封
立
を
招
い
て
い
る
河
川
と
し
て
、
イ
ン
ダ
ス
河
、
ナ

イ
ル
河
、
セ
ソ
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
河
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
“
九
五
八
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
會
議
の
第
五
委
員
會
で
討
議
さ
れ
た
無
海
岸
國

（
一
㊤
旨
ざ
爵
a
。
8
旨
臥
3
）
の
海
へ
の
接
近
の
問
題
は
、
條
約
化
さ
れ
な

か
つ
た
が
、
著
者
は
、
會
議
に
先
立
つ
て
行
わ
れ
た
（
一
九
五
八
・
二
・
一
〇

1
一
四
）
準
備
會
議
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
注
目
し
、
無
沿
岸
國
の
、
海
に
自
由

に
接
近
す
る
（
旨
8
蓉
8
器
）
権
利
、
海
上
旗
（
日
碧
一
註
日
Φ
蟄
騎
）
を
掲
げ

る
権
利
、
海
洋
諸
國
の
船
舶
と
同
じ
最
恵
國
待
遇
を
う
け
る
灌
利
、
海
上
輸
邊

の
た
め
の
海
港
へ
の
自
由
蓮
邊
の
権
利
な
ど
の
原
則
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
。

　
航
行
、
通
商
及
び
漁
業
の
國
際
的
規
整
の
章
で
は
、
極
め
て
廣
範
な
分
野
に

亙
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
般
舶
の
衝
突
の
場
合
の
民
事
管
轄
権
に
つ
い
て
規
定



し
た
一
九
五
二
年
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
條
約
、
海
難
救
助
に
關
す
る
最
近
の
イ
ギ
リ

ス
の
立
法
、
國
際
海
事
委
員
會
で
立
案
さ
れ
、
海
事
法
外
交
會
議
で
探
樺
さ
れ

た
船
主
責
任
な
ど
の
規
則
案
、
更
に
密
航
者
に
關
す
る
條
約
、
航
海
の
安
全
の

た
め
の
國
際
ラ
ジ
オ
會
議
の
勘
告
し
た
ラ
ジ
オ
テ
レ
フ
ォ
ン
制
度
の
基
準
な
ど

專
ら
國
際
法
と
い
う
よ
り
は
、
海
商
法
そ
の
他
の
法
分
野
の
内
容
が
読
明
さ
れ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
富
鴨
9
0
8
お
巳
曾
8
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
パ

ナ
マ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
リ
ベ
リ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
と
い
つ
た
國
の
旗
を
便
宜

的
に
掲
げ
る
の
は
、
税
金
の
同
避
や
低
賃
金
に
よ
る
コ
ス
ト
の
減
少
を
理
由

に
、
外
國
船
所
有
者
が
そ
れ
ら
の
國
の
箪
純
な
行
政
上
の
手
績
で
許
可
を
得
た

結
果
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
、
著
者
は
、
ヨ
ー
・
ソ
パ
輕
濟
協
力
機

構
の
海
事
運
邊
委
員
會
で
違
法
と
さ
れ
、
ま
た
國
際
法
委
員
會
案
も
公
海
に
關

す
る
條
約
も
、
國
と
國
旗
を
掲
げ
る
船
と
の
間
の
眞
正
の
關
蓮
が
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
鮎
か
ら
、
蓮
法
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。

　
漁
業
の
國
際
的
規
整
を
あ
つ
か
つ
た
章
で
は
、
漁
業
の
保
存
と
規
整
の
た
め

の
地
域
的
理
事
會
に
つ
い
て
の
読
明
が
加
え
ら
れ
た
黙
以
外
に
は
、
内
容
的
に

顯
著
な
改
訂
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
國
際
會
議
の
海
洋
生

物
資
源
の
保
存
に
關
す
る
條
約
は
、
別
段
の
贋
値
評
債
を
加
え
る
こ
と
な
く
、

條
文
を
引
照
す
る
程
度
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
奴
隷
取
引
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
公
海
に
關
す
る
條
約
の
關
連
條
項
が
示
さ
れ
る
ほ
か
、
一
九
五
八
年

の
奴
隷
取
引
に
つ
い
て
の
補
充
條
約
の
内
容
、
並
び
に
奴
隷
取
引
を
海
賊
と
同
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一
硯
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
見
解
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
五
　
ジ
ョ
ン
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
海
の
國
際
法
は
、
海
の
國
際
法
の
系
統
的
な

解
読
書
で
あ
り
、
學
術
書
で
は
な
い
。
内
容
と
し
て
読
明
さ
れ
て
い
る
見
解
の

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
通
読
的
立
場
か
ら
問
題
を
吟
味
す
る
態
度
が

一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
專
門
家
に
と
つ
て
は
、
あ

く
ま
で
問
題
黙
を
追
究
す
る
と
い
う
立
場
で
貫
か
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
不
漏

足
な
讃
後
感
を
も
つ
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
本
書
の
傳
統
的
見
解
が
、

わ
が
國
の
外
交
實
務
家
に
と
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
と
の
海
洋
法
意
誰
の
共

通
性
か
ら
、
均
し
く
日
本
の
海
洋
法
に
封
す
る
見
解
を
支
持
す
る
の
に
充
分
役

立
つ
好
適
な
文
献
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
海
の

國
際
法
の
全
般
的
解
読
書
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
完
結
的
な
も
の
と
し
て
は
世
界

で
全
く
存
在
し
な
い
以
上
、
そ
の
有
用
性
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ス
エ
ズ
蓮
河
問
題
、
國
際
河
川
の
利
用
権
間
題
・
無
澹
岸
國

の
海
洋
利
用
の
問
題
、
更
に
は
領
海
の
幅
と
關
係
し
た
オ
ナ
シ
ス
船
團
事
件
等

々
、
新
し
い
版
に
お
い
て
提
供
さ
れ
た
素
材
を
も
と
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
個
々

の
問
題
の
精
密
な
分
析
と
法
的
評
贋
の
研
究
が
、
わ
が
國
の
學
者
の
間
で
も
と

り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
な
お
後
牛
を

職
時
法
の
分
野
に
あ
て
て
い
る
が
、
紙
籔
の
關
係
で
こ
の
紹
介
で
は
割
愛
す
る

こ
と
に
し
た
。
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